
004-55 2026/03/01 

1 

 

大学共同利用機関法人自然科学研究機構特定契約職員及び短時間契約職員給与規程 

 

平成１６年 ４月 １日 

自 機 規 程 第 １ ３ 号 

最終改正 令和 ８年 ２月２６日 

 

（目的） 

第１条 この規程は，大学共同利用機関法人自然科学研究機構特定契約職員就業規則（平

成１６年通則第３号。以下「特定契約職員就業規則」という。）第２９条第２項及び大学

共同利用機関法人自然科学研究機構短時間契約職員就業規則（平成１６年通則第４号。

以下「短時間契約職員就業規則」という。）第２９条第２項に基づき，特定契約職員及び

短時間契約職員（以下「契約職員」という。）の給与の算定方法等必要な事項を定めるこ

とを目的とする。 

（法令との関係） 

第２条 給与の支給に関して，この規程に定めのない事項については，労働基準法（昭和

２２年法律第４９号）その他関係法令及び特定契約職員就業規則，短時間契約職員就業

規則の定めるところによる。 

（基本給の決定及び適用範囲） 

第３条 契約職員の受ける基本給は，所定の勤務時間による勤務に対する報酬であって，

職務の複雑，困難及び責任の度に基づき，かつ，勤労の強度，勤務時間，勤労環境その

他の勤務条件を考慮して決定する。 

２ 本給表の種類は，次の各号に掲げるとおりとする。 

一 一般契約本給表（一）（別表第１） 

二 一般契約本給表（二）（別表第２） 

三 研究契約本給表（別表第３） 

四 専門員本給表（別表第４） 

３ 前項に掲げる各本給表の適用範囲は，次の各号に定めるところによる。 

一 第１号の適用を受ける者 特定技術職員，特定事務職員，技術支援員及び事務支援

員 

 二 第２号の適用を受ける者 業務支援員 

 三 第３号の適用を受ける者 専門研究職員，研究員，研究支援員，広報普及員及び研

究補助員 

 四 第４号の適用を受ける者 特命専門員 

（日給又は時間給の決定） 

第４条 契約職員の日給又は時間給は，次の各号に掲げる区分のとおりとする。 



004-55 2026/03/01 

2 

 

一 一般契約本給表（一）及び（二）に相当する契約職員については，別表第１及び別

表第２に定めた額とする。ただし，その職員の職務内容及び業務等を勘案して，別表

第１及び別表第２に定めた額により難いと機関の長が認める場合は，当該機関内の均

衡を考慮して当該機関が定めるものに基づき別表第１及び別表第２に定めた額以外

の額に決定することができる。 

 二 研究契約本給表に相当する契約職員については，職員の学歴・研究歴，予算等に応

じて，別表第３に定める額を基準として，機構内における大学共同利用機関で定めた

額により決定する。 

 三 専門員本給表に相当する契約職員については，その職務内容及び業務に応じて，別

表第４に定めた額とする。ただし，その職員の職務内容及び業務等を勘案して別表第

４に定めた額では採用が困難であると機関の長が認める場合は，当該機関内の均衡を

考慮して別表第４に定めた額以外の額に決定することができる。 

四 契約職員をプロジェクトの対応，その他の事情により４期目以降も採用する場合の

給与の基準は，本給表の３期目と同様の基準とする。 

２ 契約職員が定められた勤務時間内において勤務しなかった場合（有給の休暇として取

り扱われる場合は除く。）は，その勤務しなかった時間に対応する時間給は支給しない。 

（期末手当及び勤勉手当に相当する給与） 

第４条の２ 特定契約職員に，期末手当及び勤勉手当に相当する給与を，勤務時間及び勤

務実績等を考慮の上，大学共同利用機関法人自然科学研究機構職員給与規程（平成１６

年自機規程第１０号。以下「職員給与規程」という。）第３１条及び第３２条に定める常

勤職員の例に準じて支給する。ただし，基準日（６月１日及び１２月１日）に在職して

いない特定契約職員については，支給しない。 

２ 日給額を決定する際に，期末手当及び勤勉手当に相当する給与に応じた額を加算して

いる場合は，前項の規定にかかわらず期末手当及び勤勉手当に相当する給与は支給しな

い。 

３ 特定契約職員の期末手当及び勤勉手当に相当する給与の額は，次の各号に掲げる本給

表の種類に応じ，当該各号に定める額とする。 

 一 一般契約本給表（一） 日給額に２１を乗じて得た額を基礎として得られた額 

 二 研究契約本給表 日給額に２１を乗じて得た額を基礎として得られた額 

 （期末手当及び勤勉手当に相当する一時金） 

第４条の３ 短時間契約職員に，期末手当及び勤勉手当に相当する一時金を，勤務時間及

び勤務実績等を考慮の上，支給する。ただし，次の各号に掲げる短時間契約職員には，

支給しない。 

一 基準日（６月１日及び１２月１日）に在職していない短時間契約職員 

二 雇用期間が３月未満の短時間契約職員 
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三 １週間の勤務時間が３０時間未満の短時間契約職員 

２ 時間給額を決定する際に，期末手当及び勤勉手当に相当する一時金に応じた額を加算

している場合は，前項の規定にかかわらず期末手当及び勤勉手当に相当する一時金は支

給しない。 

３ 短時間契約職員の期末手当及び勤勉手当に相当する一時金の額は，次に掲げる算式に

より算出した額に２分の１を乗じて得た額を基準額とし，その基準額に，次の各号に掲

げる基準日以前の６箇月以内の期間におけるその者の出勤期間割合の区分に応じ，当該

各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

 

  時間給額×７．７５×２１×基準日以前６月の所定勤務時間数 

  

３８．７５×２６ 

  

 一 １０割 １００分の１００ 

 二 ８割以上１０割未満 １００分の８０ 

 三 ５割以上８割未満 １００分の６０ 

 四 ５割未満 １００分の３０ 

（補則） 

第５条 この規程に定めるもののほか，契約職員の給与に関し必要な事項は，職員給与規

程を準用する。 

 

附 則 

１ この規程は，平成１６年４月１日から施行する。 

２ 平成１６年３月３０日又は同年３月３１日に，国立天文台，核融合科学研究所並びに

岡崎国立共同研究機構の非常勤職員（日々雇用職員又は時間雇用職員等）として在職し，

かつ平成１６年４月１日に同じ勤務内容の契約職員として雇用された者に対する第４

条第１項第２号及び第３号の規定にかかる契約職員の日給又は時間給の決定について

は，職員給与規程に定める基準に準じて算出された本給相当額及び特別調整手当を基礎

として，次に掲げる算式により算出した額（円未満の端数は切り捨てる。）の方が高い場

合には，適用することができる。 

 

（日給） 

一 特定契約職員について 

（本給＋特別調整手当）×１２ 
×（１日の勤務時間数） 

５２×４０ 
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（時間給） 

二 短時間契約職員について 

（本給＋特別調整手当）×１２ 
 

５２×４０ 

３ この規程により，給与を決定することが他の職員との均衡上困難な場合には，各機関

において定め，附則２項に定める算式により算出した額を適用することができる。 

 

附 則 

この規程は，平成１７年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この規程は，平成１７年１２月１日から施行する。ただし，第３条第２項及び第４条

第１項の規定については，平成１８年１月１日から施行する。 

２ 第４条第３項の規定により平成１７年１２月に支給する勤勉手当に相当する給与につ

いては，平成１７年１２月１日改正前の職員給与規程第３１条及び第３２条に定める常

勤職員の例に準ずるものとする。 

３ 平成１７年１２月３１日以前から雇用されている契約職員の日給又は時間給について

は，当該職員の現雇用期間中においては，現労働契約締結時に定めた額を継続するもの

とする。 

附 則 

１ この規程は，平成１８年４月１日から施行する。 

２ 平成１８年３月３１日以前から雇用されている契約職員の日給又は時間給については，

当該職員の現雇用期間中においては，現労働契約締結時に定めた額を継続するものとす

る。 

３ 平成１８年４月１日（以下「切替日」という。）の前日において別表第４の本給表の適

用を受けていた職員の切替日における号給（以下「新号給」という。）は，切替日の前日

においてその者が受けていた号給（以下「旧号給」という。）及びその者が旧号給を受け

ていた期間（機構の定める職員にあっては，機構の定める期間。以下「経過期間」とい

う。）に応じて附則別表第１に定める号給とする。 

４ 施行日の前日から引き続き同一の本給表の適用を受ける職員で，その者の受ける本給

月額が同日において受けていた本給月額に達しないこととなる職員（別に定める職員を

除く。）には，本給月額のほか，その差額に相当する額を本給として支給する。 

附則別表第１ 号給の切替表（附則第３項関係） 

研究契約本給表の適用を受ける職員の新号給 

旧号給 級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 
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経過期間 

２ 

３月未満 1 1 1 1 1 

３月以上６月未満 2 2 2 1 1 

６月以上９月未満 3 3 3 1 1 

９月以上 12 月未満 4 4 4 1 1 

12 月以上 5 5 5 1 1 

３ 

３月未満 5 5 5 1 1 

３月以上６月未満 6 6 6 1 1 

６月以上９月未満 7 7 7 1 1 

９月以上 12 月未満 8 8 8 1 1 

12 月以上 9 9 9 1 1 

４ 

３月未満 9 9 9 1 1 

３月以上６月未満 10 10 10 2 1 

６月以上９月未満 11 11 11 3 1 

９月以上 12 月未満 12 12 12 4 1 

12 月以上 13 13 13 5 1 

５ 

３月未満 13 13 13 5 1 

３月以上６月未満 14 14 14 6 1 

６月以上９月未満 15 15 15 7 1 

９月以上 12 月未満 16 16 16 8 1 

12 月以上 17 17 17 9 1 

６ 

３月未満 17 17 17 9 1 

３月以上６月未満 18 18 18 10 2 

６月以上９月未満 19 19 19 11 3 

９月以上 12 月未満 20 20 20 12 4 

12 月以上 21 21 21 13 5 

７ 

３月未満 21 21 21 13 5 

３月以上６月未満 22 22 22 14 6 

６月以上９月未満 23 23 23 15 7 

９月以上 12 月未満 24 24 24 16 8 

12 月以上 25 25 25 17 9 

８ 

３月未満 25 25 25 17 9 

３月以上６月未満 26 26 26 18 10 

６月以上９月未満 27 27 27 19 11 
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９月以上 12 月未満 28 28 28 20 12 

12 月以上 29 29 29 21 13 

９ 

３月未満 29 29 29 21 13 

３月以上６月未満 30 30 30 22 14 

６月以上９月未満 31 31 31 23 15 

９月以上 12 月未満 32 32 32 24 16 

12 月以上 33 33 33 25 17 

１０ 

３月未満 33 33 33 25 17 

３月以上６月未満 34 34 34 26 18 

６月以上９月未満 35 35 35 27 19 

９月以上 12 月未満 36 36 36 28 20 

12 月以上 37 37 37 29 21 

１１ 

３月未満 37 37 37 29 21 

３月以上６月未満 38 38 38 30 22 

６月以上９月未満 39 39 39 31 23 

９月以上 12 月未満 40 40 40 32 24 

12 月以上 41 41 41 33 25 

１２ 

３月未満 41 41 41 33 25 

３月以上６月未満 42 42 42 34 26 

６月以上９月未満 43 43 43 35 27 

９月以上 12 月未満 44 44 44 36 28 

12 月以上 45 45 45 37 29 

１３ 

３月未満 45 45 45 37 29 

３月以上６月未満 46 46 46 38 30 

６月以上９月未満 47 47 47 39 31 

９月以上 12 月未満 48 48 48 40 32 

12 月以上 49 49 49 41 33 

１４ 

３月未満 49 49 49 41 33 

３月以上６月未満 50 50 50 42 34 

６月以上９月未満 51 51 51 43 35 

９月以上 12 月未満 52 52 52 44 36 

12 月以上 53 53 53 45 37 

１５ 
３月未満 53 53 53 45 37 

３月以上６月未満 54 54 54 46 38 
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６月以上９月未満 55 55 55 47 39 

９月以上 12 月未満 56 56 56 48 40 

12 月以上 57 57 57 49 41 

１６ 

３月未満 57 57 57 49 41 

３月以上６月未満 58 58 58 50 42 

６月以上９月未満 59 59 59 51 43 

９月以上 12 月未満 60 60 60 52 44 

12 月以上 61 61 61 53 45 

１７ 

３月未満 61 61 61 53 45 

３月以上６月未満 62 62 62 54 46 

６月以上９月未満 63 63 63 55 47 

９月以上 12 月未満 64 64 64 56 48 

12 月以上 65 65 65 57 49 

１８ 

３月未満 65 65 65 57 49 

３月以上６月未満 66 66 66 58 50 

６月以上９月未満 67 67 67 59 51 

９月以上 12 月未満 68 68 68 60 52 

12 月以上 69 69 69 61 53 

１９ 

３月未満 69 69 69 61 53 

３月以上６月未満 70 70 70 62 54 

６月以上９月未満 71 71 71 63 55 

９月以上 12 月未満 72 72 72 64 56 

12 月以上 73 73 73 65 57 

２０ 

３月未満 73 73 73 65 57 

３月以上６月未満 74 74 74 66 58 

６月以上９月未満 75 75 75 67 59 

９月以上 12 月未満 76 76 76 68 60 

12 月以上 77 77 77 69 61 

２１ 

３月未満 77 77 77 69 61 

３月以上６月未満 78 78 78 70 62 

６月以上９月未満 79 79 79 71 63 

９月以上 12 月未満 80 80 80 72 64 

12 月以上 81 81 81 73 65 

２２ ３月未満 81 81 81 73 65 
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３月以上６月未満 82 82 82 74 66 

６月以上９月未満 83 83 83 75 67 

９月以上 12 月未満 84 84 84 76 68 

12 月以上 85 85 85 77 69 

２３ 

３月未満 85 85 85 77 69 

３月以上６月未満 86 86 86 78 70 

６月以上９月未満 87 87 87 79 71 

９月以上 12 月未満 88 88 88 80 72 

12 月以上 89 89 89 81 73 

 

附 則 

この規程は，平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，平成２０年１月２４日から施行し，平成１９年４月１日から適用する。 

附 則 

この規程は，平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この規程は，平成２１年４月１日から施行する。 

２ 平成２１年３月３０日又は同年３月３１日に，機構の契約職員として在職し，かつ平

成２１年４月１日に同じ勤務内容の契約職員として雇用される者のうち，平成１６年３

月３１日以前の非常勤職員と同様の算式により雇用された契約職員の第４条第１項第

２号の規定にかかる日給又は時間給の額については，職員給与規程に定める基準に準じ

て算出された本給相当額及び特別調整手当を基礎として，次に掲げる算式により算出し

た額（円未満の端数は切り捨てる。）の方が高い場合には，その額とすることができる。 

（日給） 

一 特定契約職員について 

（本給＋特別調整手当）×１２ 
×（１日の勤務時間数） 

５２×３８．７５ 

（時間給） 

二 短時間契約職員について 

（本給＋特別調整手当）×１２ 
 

５２×３８．７５ 

３ 平成１６年４月１日施行の附則第２項及び第３項は，廃止する。 

附 則 
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１ この規程は，平成２１年６月１日から施行する。 

２ 平成２１年６月に支給する期末手当及び勤勉手当に相当する給与に関する第４条第

３項の規定の適用については，別表第５中「１００分の７５」とあるのは「１００分

の７０」と，「１００分の３５」とあるのは「１００分の３０」とする。 

附 則 

１ この規程は，平成２１年１２月１日から施行する。 

２ 平成２１年１１月３０日以前から雇用されている契約職員の日給又は時間給につい

ては，当該職員の現雇用期間中においては，現労働契約締結時に定めた額を継続する

ものとする。 

附 則 

この規程は，平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この規程は，平成２２年１２月１日から施行する。 

２ 平成２２年１１月３０日以前から雇用されている契約職員の日給又は時間給につい

ては，当該職員の現雇用期間中においては，現労働契約締結時に定めた額を継続する

ものとする。 

附 則 

この規程は，平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この規程は，平成２４年４月１日から施行する。 

２ 平成２４年３月３１日以前から雇用されている契約職員の日給又は時間給については，

当該職員の現雇用期間中においては，現労働契約締結時に定めた額を継続するものとす

る。 

附 則 

この規程は，平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この規程は，平成２６年１２月１８日から施行し，平成２６年１２月１日から適用す

る。 

２ 平成２６年１２月１７日以前から雇用されている契約職員の日給又は時間給について

は，当該職員の現雇用期間中においては，現労働契約締結時に定めた額を継続するもの

とする。 

３ 第４条第３項及び第４項の規定については，平成２６年１２月１日から適用する。 

４ 平成２６年１２月に支給する勤勉手当に相当する給与に関する第４条第３項の規定の

適用については，別表第５中「１００分の３５」とあるのは「１００分の３７．５」と

する。 
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附 則 

１ この規程は，平成２７年４月１日から施行する。 

２ 平成２７年４月１日の前日から引き続き在職する契約職員のうち，契約期間を更新す

る際にその者の受ける本給の額が同日において受けていた本給の額に達しないことと

なる者（同一の本給表の適用を受ける者に限る。）には，平成３０年３月３１日までの間，

本給のほか，その差額に相当する額を本給として支給することができる。 

３ 施行日以降に第３条第２項第１号に規定する再雇用本給表の適用を受けることとなっ

た再雇用職員（就業規則第２９条第２項の規定により退職した日の翌日に採用された者

に限る。）が，給与規程第１４条の２に規定する広域異動手当の支給要件に該当する場合

は，常勤職員の例に準じて広域異動手当に相当する額を支給することができる。 

附 則 

この規程は，平成２７年７月１日から施行する。 

附 則 

１ この規程は，平成２８年３月１日から施行する。ただし，第４条第３項及び第４項の

規定については，平成２７年１２月１日から適用する。 

２ 平成２８年２月２９日以前から雇用されている契約職員の日給又は時間給については，

当該職員の現雇用期間中においては，現労働契約締結時に定めた額を継続するものとす

る。 

３ 平成２７年１２月に支給する勤勉手当に相当する給与に関する第４条第３項の規定の

適用については，別表第５中「１００分の３７．５」とあるのは「１００分の４０」と

する。 

附 則 

この規程は，平成２８年１０月１日から施行する。 

附 則 

１ この規程は，平成２９年３月１日から施行する。ただし，第４条第３項及び第４項の

規定については，平成２８年１２月１日から適用する。 

２ 平成２９年２月２８日以前から雇用されている契約職員の日給又は時間給については，

当該職員の現雇用期間中においては，現労働契約締結時に定めた額を継続するものとす

る。 

３ 平成２８年１２月に支給する勤勉手当に相当する給与に関する第４条第３項の規定の

適用については，別表第５中「１００分の４２超」とあるのは「１００分の４４．５超」

と，「１００分の３８．５」とあるのは「１００分の４１」とする。 

附 則 

１ この規程は，平成３０年１月２２日から施行する。ただし，第４条第３項及び第４項

の規定については，平成２９年１２月１日から適用する。 
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２ 平成３０年１月３１日以前から雇用されている契約職員の日給又は時間給については，

当該職員の現雇用期間中においては，現労働契約締結時に定めた額を継続するものとす

る。 

３ 平成２９年１２月に支給する勤勉手当に相当する給与に関する第４条第３項の規定の

適用については，別表第５中「１００分の４４．５超」とあるのは「１００分の４７超」

と，「１００分の４１」とあるのは「１００分の４３．５」とする。 

附 則 

 この規程は，平成３０年４月１日から施行する。 

附 則（平成３１年１月２９日改正） 

１ この規程は，平成３１年２月１日から施行する。ただし，第４条第３項に掲げる別表

第５に定める成績率については，平成３０年１２月１日から適用する。 

２ 平成３１年１月３１日以前から雇用されている契約職員の日給又は時間給については，

当該職員の現雇用期間中においては，現労働契約締結時に定めた額を継続するものとす

る。 

３ 平成３０年１２月に支給する勤勉手当に相当する給与に関する第４条第３項の規定の

適用については，別表第５中「１００分の４７以上」とあるのは「１００分の４９．５

以上」と，「１００分の４３．５」とあるのは「１００分の４６」とする。 

附 則（令和２年１月３１日改正） 

１ この規程は，令和２年２月１日から施行する。 

２ 令和２年１月３１日以前から雇用されている契約職員の日給又は時間給については，

当該職員の現雇用期間中においては，現労働契約締結時に定めた額を継続するものとす

る。 

附 則（令和２年３月２６日改正） 

 この規程は，令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年１月２８日改正） 

 この規程は，令和３年２月１日から施行する。 

附 則（令和４年５月２６日改正） 

 この規程は，令和４年６月１日から施行する。 

附 則（令和５年１月３０日改正） 

１ この規程は，令和５年２月１日から施行する。ただし，第４条の２第３項に掲げる別

表第５に定める成績率については，令和４年１２月１日から適用する。 

２ 令和５年１月３１日以前から雇用されている契約職員の日給又は時間給については，

当該職員の現雇用期間中においては，現労働契約締結時に定めた額を継続するものとす

る。 

３ 令和４年１２月に支給する勤勉手当に相当する給与に関する第４条の２第３項の規定
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の適用については，別表第５中「１００分の４９」とあるのは「１００分の５１．５」

と，「１００分の４５．５」とあるのは「１００分の４８」とする。 

附 則（令和６年１月２５日改正） 

１ この規程は，令和６年２月１日から施行する。ただし，次の各号に掲げる規定は，当

該各号に定める日から適用する。 

 一 改正後の第３条第２項第１号から第４号までに掲げる別表第１から別表第４までの

規定 令和５年４月１日 

 二 改正後の第４条の２第３項に掲げる別表第５の規定 令和５年１２月１日 

２ 令和５年１２月に支給する勤勉手当に相当する給与に関する第４条の２第３項の規定

の適用については，別表第５中「１００分の６８．７５」とあるのは「１００分の７０」

と，「１００分の５０．２５」とあるのは「１００分の５１．５」と，「１００分の４６．

７５」とあるのは「１００分の４８」とする。 

附 則（令和７年２月２０日改正） 

１ この規程は，令和７年３月１日から施行する。ただし，改正後の第３条第２項第１号

から第３号までに掲げる別表第１から別表第３までの規定は，令和６年４月１日から適

用する。 

２ 令和６年４月１日から適用する改正後の第３条第２項第２号に掲げる別表第２の規定

の適用については，令和６年４月１日から令和７年３月３１日までの間，「１，３６０円」

とあるのは「１，２６４円」と，「１，３７６円」とあるのは「１，２９６円」と，「１，

３９０円」とあるのは「１，３２０円」とする。 

３ この規程の施行に伴い，施行の日の前日に改正前の大学共同利用機関法人自然科学研

究機構特定契約職員及び短時間契約職員給与規程（平成１６年自機規程第１３号。以下

「旧規程」という。）第３条第２項第１号，第４条第１項第１号及び第４条の２第３項第

１号の適用を受ける者にあっては，令和６年４月１日から令和７年３月３１日までの間，

次の表に定めるものを適用する。 

一 旧規程第３条第２項第１号及び第４条第１項第１号 

職務

の級 
職務内容 月 給 時 間 給 

１級 定型的な業務を行う職務 １９２，０００円 １，１４３円 

２級 高度の知識，技能又は経験を

必要とする業務を行う職務 

２１９，５００円 １，３０７円 

３級 特に高度の知識，技能又は経

験を必要とする業務を行う

職務 

２６０，０００円 １，５４８円 
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４級 極めて高度の知識，技能又は

経験を必要とする業務を行

う職務 

２７９，７００円 １，６６５円 

二 旧規程第４条の２第３項第１号 

 イ 期別支給割合 

基準日 割 合 

 ６月１日 １００分の６８．７５ 

１２月１日 １００分の７１．２５ 

ロ 成績率 

成績区分 
割 合 

６月期 １２月期 

優秀 １００分の５０．２５以上 １００分の５２．７５以上 

良好 １００分の４６．７５ １００分の４９．２５ 

附 則（令和８年２月２６日改正） 

この規程は，令和８年３月１日から施行する。ただし，改正後の第３条第２項第１号か

ら第３号までに掲げる別表第１から別表第３までの規定は，令和７年４月１日から適用す

る。 
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別表第１（第３条第２項第１号関係） 

一般契約本給表（一）（基準単価表） 

職員区分 
日 給 及 び 時 間 給 

１ 期 目 ２ 期 目 ３ 期 目 

特定契約職員 ９，５４０円 ９，８３５円 １０，１２６円 

短時間契約職員 １，２３０円 １，２６９円 １，３０６円 

特別調整手当支給細則第２条の規定に定める支給地域に勤務する場合については，そ

れぞれ常勤職員の例に準じて特別調整手当を支給するものとする。 

沖縄県石垣市に勤務する場合については，１２％の特地勤務手当を支給するものとす

る。 

上記本給表を基準とし，各研究所等において定める，その他技能に対する職能手当並

びに期末手当及び勤勉手当に相当する給与（短時間契約職員にあっては期末手当及び勤

勉手当に相当する一時金）を加算することができる。 
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別表第２（第３条第２項第２号関係） 

一般契約本給表（二）（基準単価表） 

職員区分 
時 間 給 

１ 期 目 ２ 期 目 ３ 期 目 

短時間契約職員 １，４２９円 １，４４２円 １，４５３円 

特別調整手当支給細則第２条の規定に定める支給地域に勤務する場合については，そ

れぞれ常勤職員の例に準じて特別調整手当を支給するものとする。 

沖縄県石垣市に勤務する場合については，１２％の特地勤務手当を支給するものとす

る。 

上記本給表を基準とし，各研究所等において定める，その他技能に対する職能手当並

びに期末手当及び勤勉手当に相当する一時金を加算することができる。 
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別表第３（第３条第２項第３号関係） 

研究契約本給表（基準単価表） 

級号給 本給月額 単価の算式 
年収の算

式 

職員給与規程第５

条第２項第３号に

規定する研究教育

職本給表のとおり 

同 左 

時間給 
本給月額×１２ 

５２×３８．７５ 
本給月額

×１６．

６５ 日 給 
本給月額×１２×７．７５ 

５２×３８．７５ 

特別調整手当支給細則第２条の規定に定める支給地域に勤務する場合については，そ

れぞれ常勤職員の例に準じて特別調整手当を支給するものとする。 

沖縄県石垣市に勤務する場合については，１２％の特地勤務手当を支給するものとす

る。 

上記本給表を基準とし，各研究所等において定める，期末手当及び勤勉手当に相当す

る給与（短時間契約職員にあっては期末手当及び勤勉手当に相当する一時金）を加算す

ることができる。 
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別表第４（第３条第２項第４号関係） 

専門員本給表（基準単価表） 

職員区分 
時間給 

等 級 時 給 額 

特命専門員 

１ ２，４００円 

２ ２，５００円 

３ ２，６００円 

４ ２，７００円 

５ ２，８００円 

６ ２，９００円 

７ ３，０００円 

８ ３，１００円 

９ ３，２００円 

１０ ３，３００円 

１１ ３，４００円 

１２ ３，５００円 

１３ ３，６００円 

１４ ３，７００円 

１５ ３，８００円 

１６ ３，９００円 

１７ ４，０００円 

上記本給表を基準とし，各研究所等において定める，期末手当及び勤勉手当に相当す

る一時金を加算することができる。 


